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今
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
地
域
社
会
の
実
現
が
強
く
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
内
に
は
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
活
動
を
し
て
い
る
団
体
は
、
ほ

か
に
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
加

わ
っ
て
活
動
で
き
な
く
て
も
、
自

分
で
で
き
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
町
内
で
の
あ
い
さ
つ

や
声
か
け
運
動
、
散
歩
や
買
い
物

な
ど
、
ち
ょ
っ
と
し
た
外
出
は
子

ど
も
の
登
下
校
時
間
に
合
わ
せ
、

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
を
兼
ね
て
行
っ

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

目
を
配
っ
て
あ
げ
る
こ
と
が
、

子
ど
も
を
犯
罪
か
ら
守
る
こ
と
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。

　

ま
た
子
ど
も
に
は
、
自
分
の
こ

と
は
自
分
自
身
で
守
る
よ
う
に
教

え
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

①
知
ら
な
い
人
に
は
、
つ
い

て
行
か
な
い

②
誰
か
に
連
れ
て
行
か
れ

そ
う
に
な
っ
た
ら
、「
助

け
て
」
と
大
声
で
助
け
を

呼
ぶ

③
一
人
で
は
遊
ば
な
い

④
遊
び
に
行
く
時
は
「
ど
こ

で
」、「
誰
と
」
遊
ぶ
の
か

家
の
人
に
言
っ
て
か
ら

出
掛
け
る
。

⑤
友
だ
ち
が
知
ら
な
い
人

に
連
れ
て
行
か
れ
そ
う

に
な
っ
た
ら
、
大
声
で
助

け
を
呼
ぶ

　

高
梁
警
察
署
で
は
、
警
察
官
や

少
年
補
導
員
が
出
向
い
て
防
犯
教

室
を
行
っ
て
い
ま
す
。
管
内
の
不

審
者
発
生
状
況
や
各
団
体
の
子
ど

も
を
守
る
活
動
の
紹
介
な
ど
を

し
、
不
審
者
に
対
す
る
実
技
指
導

を
行
い
、
家
庭
や
地
域
で
気
を
付

け
る
こ
と
や
で
き
る
こ
と
を
助
言

し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
以
外
に
も
高
齢
者
が
犯

罪
の
犠
牲
に
な
る
ケ
ー
ス
は
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
振
り
込
め
詐
欺

な
ど
の
消
費
ト
ラ
ブ
ル
の
被
害
に

遭
わ
な
い
よ
う
に
日
ご
ろ
の
心
構

え
が
大
切
で
す
。

　

家
庭
だ
け
で
は
な
く
、
町
内
会

の
会
合
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
機
会
を

通
じ
て
、
自
分
た
ち
の
住
む
地
域

の
安
全
を
再
度
確
認
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

件　数�月～��月

356刑法犯総数

162対象犯罪総数

1恐喝(たかり)

20車上ねらい

1ひったくり

28自販機ねらい

5自動車盗

19オートバイ盗

54自転車盗

2強制わいせつ(屋外)

20空き巣

1忍込み

9事務所荒し

2出店荒し

194対象犯罪以外の犯罪総数

　高梁警察署の、ホームページでは「高梁セ
イフティーメール」を公開しており、管内の
毎日の犯罪発生状況などをお知らせしていま
す。これは申し込みをすれば携帯電話やパソ
コンへメールで送られてきます。

詳しくは高梁警察署生活安全課（��０１１０）へ。
高梁警察署ホームページ
http://www.pref.okayama.jp/kenkei/police/p-
takahashi/p-takahashi.html

＜高梁セイフティーメール（高梁警察署）より＞

高梁警察署管内の街頭犯罪認知（届出）件数
 （平成１７年中）
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地元老人会では、小学校から子どもの下校時間を聞き通学
路に立って子どもたちを見守っています。（落合町阿部にて）
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　障害者への施策が４月から大きく変わり、身体・知的・精神の３障害の福祉サービス、公費負担医療等が一
元化されます。新しい制度では、サービスを利用した時に、原則１割を自己負担していただき、残りの９割を
国・県・市町村で負担します。また自己負担額は、所得に応じて４段階の負担上限額が設けられています。（自
己負担額の上限等については、来月号で詳しく紹介します。）
　このため、引き続き「福祉サービス・公費負担医療等」を受けられる人は、自立支援給付の申請をしていた
だく必要があります。該当の人には通知をしていますので、通知を受けられた人は、自立支援医療の申請は２
月２８日までに、介護給付・訓練等給付は３月１０日までに、必要な手続きを行ってください。

精神障害者の自立支援医療に関すること　　　　　　　　健康増進課健康増進第１係 （��０２６７）
精神障害者の自立支援医療以外のサービスに関すること　　　 〃　 健康増進第２係 （��０２６3）
身体障害者・知的障害者のサービスに関すること　　　　社会福祉課障害福祉係 （��０２６４）
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障害者自立支援法による総合的な自立支援システムは、「自立

支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されています。

������

��������

自立支援給付は、障害の種類（身体障害・知的障害・精神障害）にかかわらず、障害者の自立支
援を目的に全国一律で共通に提供するサービスです。

地域生活支援事業は、自立支援給付以外に、市町村が地域の実情にあわせ、障害者の地域におけ
る生活を支えるサービスです。
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自立支援医療以外はおおむね１０月までは現
行サービスのままですが、自己負担額は見直
しとなります。
なお補装具の自己負担額は１０月からの見直
しになります。
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■問い合わせ

（参考）現行の障害福祉サービス
下記の　○身 は身体障害者、○知 は知的障害者、○精 は精神障害者、○児 は障害児
のことです。

居宅サービス 施設サービスホームヘルプサービス○身 ○知 ○精 ○児 
デイサービス○身 ○知 ○児 
ショートステイ○身 ○知 ○精 ○児 
グループホーム○知 ○精 

重症心身障害児施設○児 、療護施設○身 
更生施設○身 ○知 、授産施設○身 ○知 
福祉工場○身 ○知 ○精 、通勤寮○知 
福祉ホーム○身 ○知 ○精 、生活訓練施設○精 


